
 

香川県広域水道企業団組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 令和７年２月17日 

香川県広域水道企業団企業長  池  田  豊  人   

香川県広域水道企業団企業管理規程第１号 

香川県広域水道企業団組織規程の一部を改正する規程 

香川県広域水道企業団組織規程（平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第1号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（浄水場） （浄水場） 

第８条 略 第８条 次の表の左欄に掲げるセンターに、同表の右欄に掲げる浄水場を置

く。 

 センター 浄水場   センター 浄水場  

 高松ブロック統括センター 略   高松ブロック統括センター 略  

     中讃ブロック統括センター 丸亀市浄水場  

 広域送水管理センター 略   広域送水管理センター 略  

  

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 


